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衆
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貞
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出
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関
す
る
質
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に
対
す
る
答
弁
書

1
に
つ
い
て

ぉ
尋
ね
に
つ
い
て
は
'
本
年
二
月
二
十
六
日
に
､
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
､
年
金
積
立
金
管
理
運
用
独
立
行
政
法
人
の
平
成

二
十
二
年
度
か
ら
の
次
期
中
期
目
標
に
お
け
る
運
用
目
標
の
案
と
し
て
､
｢
今
後
年
金
制
度
の
抜
本
的
な
見
直
し
を
予
定
し

て
い
る
と
と
も
に
'
年
金
積
立
金
管
理
運
用
独
立
行
政
法
人
の
運
営
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
て
い
る
こ
と
か
ら
,

こ
の
運
用
目
標
は
､
暫
定
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
留
意
し
､
安
全
･
効
率
的
か
つ
確
実
を
旨
と
し
た
資
産
構
成
割
合
(
以

下
｢
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
｣
と
い
う
｡
)
を
定
め
,
こ
れ
に
基
づ
き
管
理
を
行
う
こ
と
｡
そ
の
際
,
市
場
に
急
激
な
影
響
を
与

ぇ
な
い
こ
と
｡
｣
を
厚
生
労
働
省
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
年
金
部
会
(
以
下
｢
年
金
部
会
｣
と
い
う
｡
)
に
提
示
し
た

と
こ
ろ
で
あ
る
｡

二
に
つ
い
て

ぉ
尋
ね
の
｢
予
定
利
回
り
｣
が
年
金
積
立
金
の
運
用
目
標
で
あ
る
と
す
れ
ば
､
一
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
,
厚
生
労

働
大
臣
か
ら
'
年
金
積
立
金
管
理
運
用
独
立
行
政
法
人
の
平
成
二
十
二
年
度
か
ら
の
次
期
中
期
目
標
に
お
け
る
運
用
目
標
の

案
を
年
金
部
会
に
提
示
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
､
同
法
人
は
,
今
後
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
指
示
さ
れ
る
中
期
目
標
に
基
づ
い



て
'
年
金
額
立
金
の
管
理
及
び
運
用
を
行
う
こ
と
と
な
る
も
の
で
あ
る
｡

三
に
つ
い
て

年
金
積
立
金
管
理
運
用
独
立
行
政
法
人
は
'
平
成
十
八
年
四
月
に
設
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
'
設
立
後
の
各
年
度
の
運

営
コ
ス
ト
(
人
件
費
､
シ
ス
テ
ム
関
連
経
費
等
)
'
運
用
受
託
機
関
数
'
運
用
琴
南
'
運
用
手
数
料
'
役
職
員
数
及
び
人
件

費
に
つ
い
て
は
､
そ
れ
ぞ
れ
'
平
成
十
八
年
度
が
約
二
十
1
億
円
､
三
十
三
社
､
約
百
十
五
兆
円
'
約
三
百
九
億
円
'
八
十

二
名
及
び
約
九
億
円
'
平
成
十
九
年
度
が
約
二
十
億
円
'
三
十
二
社
'
約
百
二
十
兆
円
'
約
三
百
四
十
三
億
円
'
八
十
三
名

▲
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及
び
約
九
億
円
､
平
成
二
十
年
度
が
約
二
十
一
億
円
'
三
十
一
社
､
約
百
十
八
兆
円
'
約
二
百
八
十
八
億
円
､
七
十
九
名
及

び
約
九
億
円
で
あ
る
｡
な
お
'
運
用
受
託
機
関
数
'
運
用
残
高
及
び
役
職
員
数
に
つ
い
て
は
､
当
該
年
度
末
時
点
の
も
の
で

あ
る
｡

四
に
つ
い
て

年
金
積
立
金
管
理
運
用
独
立
行
政
法
人
は
'
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
指
示
さ
れ
る
中
期
目
標
に
基
づ
い
て
､
年
金
積
立
金
の

管
理
及
び
運
用
を
行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
お
り
'
利
回
り
目
標
が
な
い
と
す
る
と
同
法
人
は
意
味
が
な
い
と
い
う
御
指
摘

は
当
た
ら
な
い
と
考
え
る
｡



ま
た
'
独
立
行
政
法
人
に
つ
い
て
は
'
御
指
摘
の
よ
う
な
意
見
が
あ
る
こ
と
も
踏
ま
え
､
｢
独
立
行
政
法
人
の
抜
本
的
な

見
直
し
に
つ
い
て
｣
　
(
平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日
閣
議
決
定
)
に
基
づ
き
,
国
民
的
視
点
か
ら
抜
本
的
な
見
直
し
を

行
っ
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
｡

な
お
'
年
金
積
立
金
の
運
用
の
在
り
方
等
に
つ
い
て
は
､
様
々
な
意
見
が
あ
り
,
昨
年
十
一
月
に
設
置
し
た
｢
年
金
積
立

金
管
理
運
用
独
立
行
政
法
人
の
運
営
の
在
り
方
に
関
す
る
検
討
会
｣
に
お
い
て
も
,
活
発
に
議
論
を
行
っ
て
い
た
だ
い
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡


